
流れ（例） ①受給者証に記載がない方はサービスが利用できるよう相談員さんに相談
②あかつきと契約（契約時にお薬手帳、保険証、障害者手帳をお持ちください）
③利用申し込みカレンダーにて希望日記入、決定の連絡が入り、完了

あ か つ き の ご 利 用 に つ い て

６：００  起床・身支度 

７：００  朝食 

８：００  整容 

８：４５  出発 

↓ 

休日の昼間は思い思いに過ごします。 

昼食は１２時ごろになります。 

１５：１５ 帰宅・順次入浴 

１８：３０ 夕食 

１９：３０ 余暇 

２０：００ 各部屋へ 

２１：００ 各部屋で過ごす 

２２：００ 就寝 

ご利用日時について 

一日の流れ（例） 

●土日祝日もご利用いただけます。 

●日中一時支援の営業時間は 

  ８：００～２０：００です。 

 （あおぞらへ行く前にお預かりすることも可能です） 

●朝、夕と時間を分けてご利用いただくことも 

  できます。 

準備物について 

●衣類（下着、着替え、必要な枚数や予備） 

●タオル類（必要数） 

●日常生活用品（歯ブラシやブラシひげそりなど） 

●連絡帳（持ってきたものと数を記入ください。忘れ物 

  がないかチェックしたいと思います） 

●所持品には必ず名前を書いておいてください。 

●基本的に１泊２日の場合、着替えは洗濯せずにそ 

  のまま持ち帰っていただきます。 

利用料金について 

■短期入所・日中一時支援共に  

 ●光熱水費３００円/日   

  （１泊２日の場合、２日分６００円） 

 ●食費  朝・   ３００円/回 

        昼・夕 ６００円/回 

 ●キャンセル料（１日当たりの食事負担額） 

   前日１７時までにご連絡がない場合発生します。 

設備内容について 

●全室エアコン完備、収納つき 

●トイレは各フロアに２つずつ 

●入浴用リフト付きキャリー完備 

●車いす対応スロープつき 

●全室バリアフリー 

    特定非営利活動法人あいら 
            

         〒７３８－０２０２ 広島県廿日市市峠９３５番地１ 

       TEL ０８２９－７４－０１５０  https://www.aira-aozora.com/ 

お問合

わせ 

対象者について 

■短期入所 

 ●障害支援区分が１以上である方 

 ●障害児に必要とされる支援の度合いに応じて厚 

   生労働大臣が定める区分における区分１以上 

   に該当する児童 

■日中一時支援 

 ●日中において監護する方がいないため、一時的 

   に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障 

   害者又は児童 

サービスについて 

■短期入所・日中一時支援とは 

 障害のある方や児童を介護しているご家族が様々 

 な社会的理由、または私的理由等により在宅にお 

 ける介護が一時的に困難になった時、あるいは一 

 時的な休息のため、施設内での宿泊や日中活動に 

 おいて様々なサポートをさせていただきます。 


